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殺
人
罪
等
に
問
わ
れ
て
い
る
フ
ジ
モ
リ
・
元
ペ
ル
ー
大
統
領
に
対
す
る
政
府
の
保
護
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
国
籍
を
有
す
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ジ
モ
リ
元
ペ
ル
ー
大
統
領
に
対
し
、
本
年
四
月
七
日
、
ペ
ル
ー
の
最
高
裁
特
別
刑
事

法
廷
は
、
同
国
で
一
九
九
〇
年
代
に
起
き
た
虐
殺
事
件
に
関
し
、
同
氏
が
大
統
領
と
し
て
殺
害
を
承
認
し
た
の
は
明
ら
か
と
し

て
、
禁
固
二
十
五
年
の
実
刑
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
六
号
）
を
踏
ま

え
、
質
問
す
る
。

一

先
の
質
問
主
意
書
で
、
在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
の
大
使
館
員
は
こ
れ
ま
で
何
度
フ

ジ
モ
リ
氏
に
直
接
面
会
し
て
き
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
フ
ジ
モ
リ
氏
か
ら
は
、
政
府
、
特
に
外
務
省
、
「
大
使
館
」
に
対

し
、
ど
の
様
な
希
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
フ
ジ
モ
リ
氏
に
つ

い
て
は
、
在
ペ
ル
ー
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
、
同
氏
の
意
向
や
健
康
状
態
を
確
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

同
氏
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
」
と

の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
方
の
質
問
の
趣
旨
は
、
フ
ジ
モ
リ
氏
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

政
府
、
特
に
外
務
省
、
「
大
使
館
」
が
、
邦
人
保
護
の
観
点
よ
り
、
適
切
に
フ
ジ
モ
リ
氏
を
保
護
、
支
援
し
て
い
る
の
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
「
大
使
館
」
職
員
が
フ
ジ
モ
リ
氏
に
直
接
面
会
し
た
回
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
フ
ジ
モ
リ
氏

一



の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
か
、
外
務
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

現
在
フ
ジ
モ
リ
氏
の
健
康
状
態
は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
。

三

こ
れ
ま
で
フ
ジ
モ
リ
氏
に
対
し
、
ど
の
「
大
使
館
」
職
員
が
直
接
面
会
し
て
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
者
の
官
職
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


